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I 序 雷

今まで我が国で農関された多くの林業会計論(一般に林業財務会計論がその内容となっている)

に於いては，おしなべて，理論的で一般的なものと応用的で二次的・部分的・実践的・便宜的なも

のなどとの相互の位置付け(または区別)も充分行なわれず，また他の会計論との相互関係も比較

的明確にされず，ただ個別的に主張者によってそれぞれ提案されて来たと言う傾向があるとみて差

し支えなかろう。今後の林業会計論の発展のためやその実際的適用の点、から見ても，此際，このよ

うな林業会計論を純化し，体系化をはかる必要があるように思われる。

換言すればこれら諸論を通じて理論的にみて合理的な林業会計の方法を見出し，これと応用的(も

しくは実践的ないし便宜的)な方法とを毘別し，それぞれの位置付けをおこなうことが要請されて

いると言うことになろう。そのためには先ず林業会計の諸論における財務会計・管理会計再論の漉

在性を検討し，又会計と経営計酉との関連性の問題や資本維持の問題，収益・費用の対応性の問題

等々を再吟味し，林業ないし林業経営におけるそれらの本質をより明らかにすることが基本的に必

要となるのである。

II 林業会計諸論の類型

その多くは林業財務会計論として展開されている数多くのいわゆる林業会計論を検討するために

は，先ずそれらを類型化してみることが必要である。類型化の視点としては次のようなものがあり，

それぞれにおける諸論の財務会計としての適性を検討してみる。

1.会計対象としての林業経営の形態に基く類型

これには次のような分類が可能である。

① 保続的林業経営を対象とする林業会計論と非保続的(間新的)林業経営を対象とする林業
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会計論とを並列的に5JU立てとし，両者は別個独立の会計方法とすべきとするもの(この方法

は石黒富美男教授等による方法である)

②保続的林業経営のみを対象とする林業会計論を構想し，非保続的(間断的)林業経営を対

象とする林業会計論はこれを構想せず，むしろこれを無視し或はその成立を否定せんとする

もの

③ 主として保続的林業経営を対象としながら，或程度非保続的な経営にも適用出来るものと

して構想されたもの(この③に属する方法は林業会計基準による方法に他ならない。)

@ 関経営に適用出来る統一的な一般的林業会計論として構想されたもの(この方法が求めら

れるべき方法である。)

この類型において①については，現実の林業経営の多くが純然たる間断経営でもなければ文純然

たる保続経営でもないと言う事実からすれば，このようなこつの会計論を別立てにするのは便宜上

はともかく理論的には斉合性を欠くものと言わなければならない。しかしながらこの間断経営と保

続経営とに経営を裁然と 2分化してモデル化し，それぞれに別個に会計方式を立てるのは倍統的な

ものであるとも震えよう。

②については，現実の林業経営は大部分が非保続経営であり，保続経営と言い得るものは極めて

少数と苦う事実からすれば，大部分の林業経営を対象外とするこの②の分類は極めて特殊な非一殻

的な方法と言う位置付けになる。

理論的で斉合性を持ち乍ら，一殻的且つ実際的な適用性をもっ方法ないし考え方としてはあとで

詳論するように④が最も妥当であり，次いで③を妥当としなければならないであろう。

2.会計の目的による類型

これは，「慰務会計J としての林業会計とその「管理会計」的な役割りとの係わりの桂度如何によ

る類型であると言い得るであろう。次のような分類が可能である。

① 両会計をB:別せず，財務会計を目指しながら無意識のうちに両者を混同していると見られ

るもの

② 「財務会計」をあくまで基本としつ h 副次的に可能な限り「管理会計」目的にも役立つ

会計を構想せんとするもの。

③ 「財務会計J としての林業会計と，「管理会計J としての林業会計を峻別し，いわゆる林業

会計としては「財務会計」のみに眼定して展開すべきとするもの

この類型についてみると，従来の林業会計論の多くは①に属すると言えるが，それらは理論的で

もなければ実際的でもないと言えよう。②ないし③を妥当とするであろう。

なかんずし③が最も純住されたものとして評価されるであろう。これは林業会計基準における

方法と言えよう。

3.立木蓄積価の評儲方法に基づく類型

これはすべての立木の蓄積価を育成原儲(取得原儲ないし修正取得原価)，販売時価(伐採倍)， 
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期望価(ないし折衷方式による評価額)のうち侍れで評価するか，その方法による類型である。

① 立木蓄積は購入したもの以外はすべて評価せず資産として計上しないとするもの(購入し

た林木のみ購入原備で評価し資産として計上するもの)。すなわち育成腰価によって人工林の

林木資産を認識することはせず，育成した立木の蓄績はこれを一切評価しないもの。

② 立木蓄穣は購入したものについては購入原価(取得原価)で，又育成したものについては

育成原価(取得原価ないしその修正取得原価)で評髄し，購入立木資産と育成立木資産とを

別立にして区別し担握して計上するもの

③ 立木蓄額をすべて販完時価(伐採儲)のみで評価するもの

@木蓄積を原価(購入原個及育成原儲)と販売時価(伐採価)とに依り二先的に評価する

もの

⑤ 立木蓄積を期望価(ないし折衷方式による評価額)のみで評価するもの

①に属するのは林業会計基準の方法であり，これのみである。この方法による場合は，育成立木

(資産)の存在そのものが財務諸表上では不明となり，又生産過程そのものが全く臆議長されてしま

い，事実をそのま〉表明出来ないことになるので財務会計としても適当とは蓄えない。③，⑤は財

務会計としては適当でない。財務会計としては②が適当であると考えられる。何故なら，購入立木

と育成立木との両者が明らかになり過去の事実そのものを表明し得るものであるからである。④は

財務会計と管理会計が混在している方法であり，実擦上も可なり複雑な手続を要する。

(なおついで乍ら管理会計としては⑤が適し，次いで③の11畏序と見ることも出来よう。ただ在るべ

き管理会計と言っても，それから管理会計清報を受ける入の希望や立場によって異るものとなるか

ら一律にどれが最適であるとこ〉で決めることはむつかしいと言うべきであるが，一般には出来る

だけ多くの会計構報が得られる方法が望ましいとも雷えよう)。

4.成長備の収益認識にもとづく類型

これには次のような分類が可能である。

① 成長価を積極的に収益として認識し計上するべきとするもの

② 成長儲は来実現(未販売)のため，財務会計においては収益として認識し計上することは

出来ないとし，立木売上高など実現i院議のみをi民主主として純化し計上せんとするもの

③ 実現収益を計上し，その額に影響しない形で別個に成長個を船積的に示そうとするもの

①は未実現収益を計上せんとするものであり，「財務会計」としては適当でない。今迄の多くの林

業会計論はこれに属するものであった。

財務会計としては②又は③を適当とする(①は管理会計の自的に沿うものと雷えよう)。

③は財務会計に管理会計的役割も付与せんとする考え方に依っていると言える。

5. r収益と費捕の対応、関係J にもとづく類型

この点、について大きく分けると次のようになろう。

① 林木生産の経営においても費用と収益とは基本的には「対応の関係」却ち「関果の関係(犠
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牲と成果の関係)Jにあると認識もしくはその関係を重視せんとするもの

② 林木生産の経営においては費用と収益とはむしろ菌果関係を有せずとし，両者は独立・無

関連なものとして認識するを妥当とすべきとするもの

このうち②は会計理論の成立を断念するに等しいと評されることもあるものである。しかしこれ

は法正的な保続経営においてしかも計踊に従った単純再生産の状態が永続する場合，そしてその場

合にのみ適用出来るむしろ特殊な方法と言えよう。一般的な林業会計論として成立させるためには，

会計の基礎となる論理を認めねばならず，従ってその場合はあくまで①の立場に立つ必要があり，

私見によればそれは可能であると見られる。

この①の場合は経営規模の拡大や縮少の場合等如何なる場合にも適用可能なー殻的な方法のため

の基礎となるものと言えるものである。

6.資本維持概念の種類による類型

林業経営を維持するに足る資本概念としては種々あるが，大凡次のような類型となろう。

① 名居資本維持を支持し主張するもの

② 実質資本維持を支持し主張するもの

③ 再生産的資本維持を支持し主張するもの

④ 生産力資本維持を支持し主張するもの

経営の所有関係従って経営の目的によって異なって来るがー殻的な私有林経営における林業財務

会計としては，③，次いで②，①の順と言うところであろう。

ただ公有林や国有林の経営などにあっては，その目的如何によっては穏々に変わり得るとみなけ

ればならない。又間有林などの経営状況，経営内容或は経済環境の変化に伴って目的そのものも変

化するであろう。そうすれば同じ経営の維持と言っても同質とは言いがたく，維持すべき資本概念

も異なって来るであろう。現在時点、から見れば一応③，②と言うところであろう。

以上のように種々の観点から会計方法が分類されるが，この中から理論的にも又実際的にも妥当

な林業会計論として選ばれるべきものは，次の条件を満たすものでなければならないであろう。

① 出来るだけー殻的なものであること。

即ち厳密な保続経営のみを対象すると言うようなものではなく，非保続的経営も含めて広範囲に

適用し得るもので，出来ればすべての経営を対象とし得るものが望ましいとしなければならないと

考えられる。更に言えば同ーの経営であっても，あらゆる場合に対応可能な弾力性のあるものこそ

が一般的な会計方法と言うに値するであろう。

何故なら，どのような林業経営であっても永年の間には幾度か経済変動の影響を受けざるを得な

いものであって，或経営が例えば或時点、では厳正な保続経営であったとしても，この場合と離も社

会経済の変化に対応するため，場合によっては非保続経営に転化せざるを得ない事態も生じ得るこ

とを否定することは出来ないからである。

② 今求められており，又こ〉で追求しようとしている林業会計論は，伺よりもまず財務会計論

としての林業会計論である。
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それ故，少くとも財務会計論として有効なものであることが必要である。

何故なら，「財務会計」と「管理会計Jの完全な統合化は理論的にもまだ実現していないと見るべ

きであり，恐らく将来も完全統合と言うことは有り得ないからである。偲故なら，再会計はその邑

的が異るからである。(財務会計と管理会計の罰的や方法・手法が異ることについては粟村哲象著林

業経営計算学参照)

③ 財務会計は財務会計としての計算原理に従うべきものであり，その時々の経営政策に左右さ

れるべきものではない。すなわち，財務会計はいわば管理会計的・経営計踊的なものではないと考

えられる。法的規制に依るものを除けば経営計闘なるものは林業経営特に私有林経営にあってはむ

しろ主観的なものであり，財務会計がこれと全く同調するものであると，財務会計(制度)の存在

理由が薄れるということになろう。財務会計の本質は経営の内答を厳正に表明するものでなければ

ならないものである。

III 森林の経営計画と林業会計との関連性

従来の林業会計(=林業財務会計)の諸論に対して，それらは伺れも森林経営計留の調点を全く

欠いたものとされ，それ故それは現実性を手ぎするものでない，との離しい批判(文献9)が行われ

ることがあるが，この際この批判を軽々に看過することは許されないであろう。そこで，果してか〉

る批判は正鵠を得たものであるのかどうかを領震に検討しなければならない。

ところで言うまでもなく，林業会計(財務会計)の先ず満たすべき基礎的な条件として考えられ

ることは，それは侍よりも林業生産の特質を充分反映したものであるべきと言うことである。それ

故，森林経営計画と林業会計の関連を明確にするためには，周知のことで、はあっても先ず初めに林

業生産の特質を確認しておく必要があろう。

雷うまでもなく林業生産は他に比べて極めて著しい特徴を持つ。部ち生産期間としては一般用材

林においては超長期の少くとも40年以上もの年丹を要すること，「生産設備機能J及「倉庫機能」を

有するものとしての立木と，年々の生産量(立木生長霊)が蓄積して形成された生産物としての立

木とがまさに同一物であり，そしてそれは又林地と不離一体となって生産機能を築すものであるこ

と，生産(成長)は自然環境の諸条件に大きく依存するものであること，これらに起菌し制約され

て人工造林における投下資本は飽い回転率しか示さないこと等々である。このため，林業経営にお

ける林木蓄積(林木資産)が，経営者の一時的な利益増大の誘惑によってひとたび過伐され資本の

使鉱を受けると，生産力は落ち年々の収益は減少し経済内容が悪化して，その田譲には多年を要す

ることになる。

このことは経営における櫨伐の合理的な計画とその実行の重要性を明白に物語るものであるが，

植伐の計画と実行もそれに適合した林業会計に裏打ちされたものであることが望ましいのは言うま

でもないとし，買にそれを欠いては真の「資本の維持J は保し難いとされている。

さてこ〉に 1つの問題があることに注自せざるを得ない。それは林業会計には内部的事前的な計

算とその報告を自的とする「管理会計」と，外部的事後約計算とその報告を自的とする「財務会計」

とが含まれるとするのが普通であるが，ここでの林業会計と言われているのは何れを意味している
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のであろうかと言うことである。「計画Jの本震が事前的なものである限り，それと密接な関係にあ

るのは正に「管理会計」であって，「財務会計」ではない。計画の段階においては管理会計によって

特に長期的観点に立つての最有利な年次計画が撰てられるわけであるが，実行の段階においてはそ

の後に種々の社会経済の変化や経営上の新しい諸事態が生じ，必ずしも計画通りに実施し得ないこ

とが多い。そこで，実行後，「慰務会計」によってその実施状流とその成果をそのまま把援し，当会

計期間における確実な処分可能利益を始めとする麓々の会計情報を外部に正しく伝達することにな

る。その場合の処分可能利益は，もちろん少くとも「資本の維持」を果した後の利益を意味する。

この場合，「資本の維持」と言う手続きを財務会計とは別に財務そのものによって行うべきか，或

はそれを会計システムの中に組込んで財務会計として行うかは議論の分かれるところである。どの

様な「資本の維持J であってもその合理性が社会的に認められれば，社会的な会計システムの中に

組込んで自動的に財務会計として行うべきと考える。

「経営計蕗J と「慰務会計J との関連については縮自的には次項以下においても夫々の項自に関

連して述べるので，こ〉では極めて大筋の点について述べることにしよう。

「経営計画」は事前的なものであり，「財務会計J は事後的なものである。大ざっぱに言えば「経

営計酷」は特に私有林経営にあっては言うなれば、自由グないし自主的であるが，「財務会計」はワド

自由'ないし非自主的であり，言うなれば批判的立場に立ちつ〉社会的に制度化された一定の計算

JVーノレに従って結果を報告すべき任務を持つ。

ところがもしも経営計画と財務会計とが一体となっていると批判者がなくなることを意味する。

例を菌有林にとってみれば国有林経営においでさえ外圧や内庄によってその計画は怒意的となる可

能性があるものである。財務会計が計画と一体となっていることはその計画における恋意を許容す

る側に回ってしまうことを意味する。

たとえばあとでも見るように闇有林で若しも「蓄積経理の方法J 即ち「檀常在高法」によって財

務会計が行われるとすれば，最近のように伐採量が成長最を大きく下まわり，例えば昭和62年で言

えば総成長蚤1，795万ぱに対し伐採量1，123万m3で，63%の伐採であるから，同法による場合，その

37%に棺当する蓄積増加額は誼ちにi収益として計上されることになろう。そうすると損失が小さく

表わされることになる可能性が大きくなろう。とすれば現在よりもっと備入金をし易くなる。これ

では結局，国有林をしてますますアリ地獄に追いやる結果となる。

これ以外の併によってみても，このような現象が出て来ることが多いことが分かるであろう。

N 林業会計における資本維持概念

資本維持と言う場合の資本とは何か。即ち，資本とは一般に極めて多義的であり，その何れと解

するかによって，資本維持の会計方法も変るべきものである。この様な問題を明らかにしないま〉

に任意の林業会計の方法による時は特に物価勝費(インプレーション)時にあっては無意識のうち

に資本の侵蝕を来たすに車る可能性が大きいとされている。前述したように林業生産は超長期間を

要するものであり，その開の物館騰貴(もしくは下落)は想像に余りあるものであろうから，これ

に耐え得る確実な資本維持をはかることの可能な会計方法を編み出す必要があるのである。
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さて通説によれば林業経営上の「維持すべき資本」の概念としては，大きく分けて 2つ，縮かく

分ければ4つ挙げられている。それらの相互関係は次のように表わされるであろう。

f貨幣資本 f名目貨幣資本

資本 i ¥購質力貨幣資本(実質貨幣資本)

L実体資本「再生産的実体資本
(物財資本)) 

L給付的実体資本(生産力資本)

この様に資本概念が分かれる理由は物価が長期間には常に変動(主として騰貴)し，又主主産技術

などの変化(進歩)がみられることなどによる。

これらを極く簡単にみると，貨幣資本とは，経営内に当初費幣ないし資金が投下されるが，生産

過程の進行とともに生産のためにその大部分は他の資産に転換し財貨として運用されているが，そ

の金額即ち取得原備に誼接関接かかわる資本概念である。この資本概念のうち名百貨幣資本とは，

貨幣資本の投下時点における名目額そのま〉の取得原価額をもって決算時点における資本額とする

ものである。又購買力ないし実質貨幣資本とは，貨幣資本の投下時点の額即ち取得原嫡そのま〉で

なく，その時点、の一般的貨幣価値(一般的購買力)に等しい実費価鑓をもっ金額に一般物価指数に

よって修正した金額(修正原価)をもって決算時点における資本額とするものである。「名目貨幣資

本概念」は…般的物髄変動がなく，頭初の貿幣価値額が常に不変の場合にのみ妥当性を持つに対し，

「購賀力(ないし実費)貨幣資本概念」は物儲変動のある場合にも貨幣価髄が維持されると苦う点

で妥当性をもつものと言い得るのである。

又次に実体資本は，経営に当初投下された資金(貨幣)の名目的ないし実質的な金額すなわち取

得原価ないし修正原価とは関係のないものと言えよう。資金(貨幣)なるものは経営内で運用され

て多くは生産のために生産財としての物財に転換されているものであるが，実体資本とはそのよう

な生産財そのものにかかわる資本概念と言えるであろう。このような点から，実体資本は物財資本

とも言われるのである。そのうちの帯生産的実体資本は資金(貿幣)が投下運用されて生産黙とし

ての物鮮に転換されているその物院と問じ物財を決算時点で再謂達するとした場合の金額すなわち

その時儲(再調達原価)で表わされる。この資本維持概念が合理性を持つための条件は，その企業

が一般に技術の変化(進歩)の無いもしくは少ない様な産業(例えば林業)に属する企業であるこ

と或はそれが有っても生産期間が程い業種に限ることである。

又給付的実体資本(或は生産力資本)は，当初資金が生産のために運用され転換された物黙(生

産財)によって生産される給付(生産物)の量・質と少くとも問じかもしくはそれ以上の量・質の

給付(生産物)を生産することの可能な生産力をもっ新規の生産財としての物財を調達するとした

場合の金額で表わされる。

この資本維持概念が合理性を持つための条件は，生態財が技術の進歩や社会の変化によって変化

しでも生産物の翠質そのものに変住がないか，それよりも重質が向上すると言うことである。

これら各種資本額について長期的に物価騰貴が持続的に生起するのを常態とする場合に，そのー

殻にみられる大小関係の誠略を試みに図示してみれば次のようになろう。
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告。 (n)

当初生産主財取得原価X数怒= (実際投下資本額)
f尚一一一一一--'.

名思貨幣資本 tさ守)"l~"! I;!~': ~干し 3 そ:"::-'':，-，;.t;対

(s) 

(実際投下資本領)x (一般物価指数)
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ac) (n) 

在来生産財再調遼原価×数怒
__/¥. 
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新規生産財再調達原価×数澄

K.n 
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さて林業経営において維持されるべき資本概念はこの伺れをより合理的と認めるべきであろうか。

林業の生産期間が超長期であり，その関の物価変動は極めて大であると言うことからすれば，先ず

「名目貫幣資本概念」は資本維持を図ろうとする立場にとって妥当性を持ち得ないのは明自である。

次に「購買力(ないし実質)貨幣資本」は物価変動を前提として投資された貨幣のー殻的購買力を

維持しようとする場合はほぼ妥当性をもっ。ただし，投資された貿幣が造林資産として運用され伐

期に至って再造林しようとする場合，いわゆる造林費の物価騰貴率(領期物髄騰貴率)が一般物価

より一層高い場合，一般物価指数によって修正されたいわゆる修正原儲を費用として収益よ

り控除し，経営内に資金の形で回祝しただけでは再造林が不可能となり，号資本維持は充分とは言え

ない状態となる。

この難点、を避けようと思えば，一般物価指数に番えて個別物価指数によって修正された修正鹿価

を費用とするか，更に再造林費(再調達時価)そのものを費用として収益より間収する実体資本維

持の考え方を採らざるを得ないこと〉なる。すなわちこれは「再生産的実体資本」もしくは「給付

的実体資本」の維持に他ならない。

「再生産的実体資本の維持」が適合するのは例えば既にスギの人工林があって，それを伐期に至

って伐諜収穫し，その直後又同じくスギの再造林を行うと言った場合である。

しかし再生産的実体資本維持は林業においても常には現実的なものとは蓄えない。他業種の経営

とは比較にならないとしても，現実の林業経営において生産技術の進歩と経済社会の変化に応じて

生産の内容が量的・質的に少しづっ絶えず変化しているのが実際の姿と言える。たとえば老齢過熱

の広葉樹林或は低生産力の天然林を伐採し，その跡地にスギ，ヒノキなどの霊・質とも増大する人

工林を造成して森林生産力・攻益力の向上を圏る方策がとられるのが一般的であり，また造林にし

ても次第に機械力への依存度を高めつ h 人力依存度を低下させつ〉あるし，また伐出過糧の技術

に至つては或る程度変化しつ〉あることなどがあげられるが，この場合などの資本維持は再生産的

実体維持でなく「結付的実体維持J に外ならないと言えるであろう。
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さて林業経営における資本維持思考とその実行は，民有林にあっては，山林所有者の本来有する

財産保持的経営態度が伝統的に堅持されて来たことの中にも見出されると言ってよいであろう。

閤有林においても従来は保続性患持の考えが強かったけれども，戦時中はもとより戦後もとかく

外部からの要求によってそれは大きくおびやかされることになった。そこで林業の損益計算理論研

究の中心的課題が，菌有林における過伐による林木蓄積資本の畏蝕の事実を会計的に明らかにし，

真の利益すなわち，育林経営の生産活動によってもたらされた「本来の利益」と，「見かけよの利益J

すなわち，過伐もしくはインフレによる利益とを明確に分離し，利益の分配は「哀の利益」の範囲

のみに限定して，いやしくも資本の捜蝕を来すことのないよう，そしてもしも何らかの理由で一時

的にせよ侵蝕の事実があれば，それが自動的に会計上暁示される計算機構を会計に付与することに

よって，それによる会計構報を得た者を速やかに資本の回復を計らざるを得ない様な気持を起させ

る方法を確立することにあったと言えるであろう。

さて，このような資本維持を林業経営一般の開題として抱えれば，林業経営を永続せしめるため

には，少くともその有する資本の維持をはからなければならないのであって，もしも資本(先手)

に相詣する部分を利益と誤認して計上し，その利益を処分したならば，結果的にいわゆる「タコ配

当J したと同様となって資本の侵蝕を来たし，林業経営の基盤を危くすることになる。従って資本

を侵蝕することなく，資本の維持をはかったあとの真の余剰としての正しい利益を処分するのでな

ければならない。この真の余剰としての財務会計理論上の「正しい利益J の算出は「正しい収益J

と「正しい費用」の計上によってのみ可能となるが，その場合の資本維持は上述の維持すべき資本

のうち何れを是とし得るのであろうか。

上に見たところから言えることは，少くとも再生産的実体資本の維持を可能とする封務会計の方

法をとるか，更に進んで給付的実体資本の維持を可能とする財務会計の方法をとることが要請され

るであろう。

この場合の「正しい収益」や「正しい費用J とは具体的に如何なるものか，項目別に以下におい

てみよう。

V 林業会計における収益概念

一般の経営においては，「正しい収益」とは 1会計期間中に確実にr販売され実現した「資金の裏付

けのあるその期の売上高」であり，そしてそれは多額であればある程その企業にとって好ましいは

ずのものであるが，林業経営においては，この実現収益について一般には見られない次のような問

題があることに注意しなければならないのである。郎ち林業生産においては既に述べたように経営

努力の多年の成果即ち「生産物の蓄積としての立木」と「生産設鋸としての立木」とが区別し難い

一体として存在するものであるから，伐期米i誌の立木を伐採を前提として販売した場合，生産物と

しての立木を販売したことが寵ちに生産設備も同時に売却したことを意味することになる。ところ

が「生産設備としての立木」は「生産物としての立木」が売られ伐採された瞬間，生産設舗として

の価値は即時零となり，それは廃棄されてしまうことを意味する。それ故，伐採を前提にして伐期

米満の立木が販売される場合は，その立木の売上収益額の中には生産設備の売買額としての金額は
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全く含まれないことになるのは明らかである。即ちこの場合，生産設備としての立木のまだ存在し

ている価値を零としたので，むしろそれだけの価髄の喪失郎ち損失が発生したと見ることも出来る。

伐採を前提として伐期未満の立木を売るのは， その損失(もしくは伐期まで立木を生立せしめるこ

とによって「立木売上額が増加するであろう金額を放棄することによる機会東舗としての損失) を

上回る企業経営上からみた何かのメリットがあると見たことによるのである。

しかし，伐期の到来した立木について見ると，その立木は物的観点からまだ生産設備としての物

的生産能力(材積生長力)を充分有するのが普通であるが，経済的観点、から見るとその生産設備と

しての経済的価値は零となっていると見るべきものである。故に上に述べた損失の発生は伐採を前

提として伐期到来前の立木を売る場合にのみ超ると言い得る。

伐期到来前の立木の伐採には， このような問題があるから， その立木の売上収益は経営上「正し

い収益」とは昔えないと雷うことになる。 それ故経営上「正しい収益」を実現するためには，「伐期

の到来した立木」 と「伐期到来前の立木」 とを!RJjUし， 前者のみを伐採収穫する必要があるが， そ

れには当然伐期が明確とな£っていなければならないことになる。

そこで伐期について考えてみると，伐期は一般に樹種別に地方的に何年と決められてはいるが，

これはあくまで標準的な目安を示しているに過ぎないとされている。

一般の林業経営における現実的な伐期は，あくまで個々の林業経営ないし個々の林分の置かれた

自然的社会経済的諸条件に従って，最終的には経営者の経営的観点、からする総合的な経詩的判簡に

もとづく意志決定によって最も有利なものが決められると見られるべきものであろう。

個別経営にとって伐期と言うものが，

なる立木も個別経営的観点、からは，

そもそもか〉る性格のものであるとすれば，伐採したいか

その判断が正常的であり誤ったものでない眼り， すべて伐期に

遺したものとされる可能性が大きい。このような伐期は客観的なものと雷うよりはむしろ主観的な

ものと言うことになる。何れにしても，その場合は伐採収益はすべてその期の収益と晃られること

になる。林業財務会計によるか〉る収益の認識は資本維持の観点から必ずしも充分でないと見られ

ている。 そこで，資本維持の観点からする客観性を重視する林業会計の立場では，制度上公に認定

された伐期，即ち認定された経営計踊にもとづく伐期における実現収益のみ「正しい収益」 とみな

され，公によって認められる特別の理由によりその収益を上回る収穫収益があった場合にのみ， そ

の収益部分が来期以降の収益として期間記分が可能となると言う方法をとることが考えられる刷。

こ〉に特別の理由とは特別の事由が公に許可されたことによる場合である。この場合にのみ或会

計期館内に実現した収益のうち当期収益と次期以蜂の収益との期間配分が許されなければならない

であろう。

たとえばそれは隣接地の伐採収護作業との関係上，当年度伐採予定の林分と次年度伐採予定の林

分とを当年度問時に伐採収穫せざるを得ないことが判明し，

など特殊な場合に於てのみ将来の課題として可能であろう。

このことが公的機関で認定された場合

この様な場合以外の非認定の場合においてその期に既に実現した収援の期間自己分を行うことは，

主主 1)これはたとえば公共自治体等による土地収用の場合などに相当するが，しかし，一般にはこのような方法は取

らず，課税を免除するとか，損失補償額を高めるとかの方法がとられているのは周知のところである。
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手目益操作(税金のがれ)の疑いを持たれでも仕方がないことなど，社会経済上の通念から許される

ことは出来ないと言うべきであろう。と言うことは非認定の場合には財務会計としてはか〉る「収

益の期間配分J は出来ないと苦うことを意味する。

それ故，非認定の場合においては期間内に既に実現したすべての収益は当期の収益とみなさざる

を得ない，と言うことになる。これはー殻の民有林経営の場合である。けれどもこれは利益操作に

よるものでないと言う立証の余地がなく止むを得ないからと雷う理由によるものであって，林業生

産(伐採)は本来はその特質からして期間に配分されるべき本質を有すると言う点を否定すること

は出来ない。

それ故，収益を実現しない以前において収益の期間配分と言うことを考慮に入れて計画し，それ

に基づいて収麓収益を実現すべきものと言うことになる。つまり，経営計画の段暗において会計の

果すべき役割jが極めて大きいことを意味する。ただこの場合の会計は今問題としている「慰務会計」

ではなく「管理会計」であることに住意しなければならない。

以上見たところから明らかなように林業の経営計翻なるものは，詩書在的には「収益配分の頭異り」

と言い得るものを考慮しなければならないと言うことを理解すべきであろう。この意味からも経営

計調は極めて重要であると言うことになる。

以上みて来たところから，林業財務会計は一定期間(一年間)の林業経営活動の結果(実績)の

事後的総括計算をのみ任務とし，活動の結果と言う動かせない事実を事実として扱うもので，費用

の範囲をどの寝度までとするかなど自由度は小さいものであり，事前には可なり動かし得る自由度

の大きい森林計調に成り代り得るものではなしいわば次元が異るものである。林業対務会計は充

実した森林計画の存在を前提として始めて経営的合理性を持ち得るものであることが明らかである。

ところが「実現した収益」のみを収益とする「実現主義会計」としての林業会計は「計画を不要

とするような無眼量の原生林採取(略奪伐採)においてのみふさわしい説である」とされ又「没計

画という面からみてゆけば……発生主義か実現主義かの論議は水掛論にみえる。ここで没計画とい

ったのは，たとえば何年生で伐った(伐採令)とか，何年生で伐る(伐期令)とかいう問題が全く

考慮の外におかれているということである」とされることがあるが，財務会計の本質を顧みれば，

このような考えは抱かれなくなるはずである。このような考えは，林業の「財務会計」と「管理会

計」を混同した場合に往々にして見られるものであると言えよう。

森林計画に密接に関保し伐期令のような点を開題にし，それに探く関保するのは事前的な「管理

会計」であって事後的な「財務会計J ではない。「林業財務会計」は「経営計顕」を前提とするもの

であり，経営計菌を無用とするようなものでは決してない。

羽 林業会計における費用概念

一般に期間損益を正しく計算するためには費用の計上における必要不可欠な手続として，いずれ

は費用となるべき支出額を当期と次期以後の期簡に正しく配分するいわゆる「費用記分」なるもの

がある。いずれ将来にわたって費用となるべき額とは，「費用性資産」例えば林業機械，製材工場，

建物，購入丸太，購入製材品などの資産の額であり，それはいわゆる動態論 (Dynamik)にもとづ



148 楽村哲室長

く現代会計学(従って又現代的林業院務会計学)においてはその取得原価にもとづく額である。

したがって費用配分の典型的な例としては，使用可能期間が有限の費用性資産主である林業機械や

建物等の取得原舗を，当期の収益より控除すべき当期の費用としての減価償却費と次期以降に配分

され次期以降の費用となるべき資産繰越額とに配分することが挙げられる制。又購入丸太や購入製

材品の取得原舗を当期の売上高より控除すべき費用としての売上原価と，次期以降の費用としての

売上原舗となるべき資産繰越額とに分割したりすることが挙げられる。

以上のように将来はすべて費用に軽化してしまうであろう様な資産の購入のための支出額(すな

わち取得原髄)は，これを当期及当期以降の期間に昔日分し，当期の配分額のみを隈度として当期の

費用とすべしとする考え方が「費用配分の鹿則J又は「原髄配分のE支部J(Principle of cost allocation) 

と呼ばれているものである。

ところで，この「費用配分の原則」の基礎となっている資産(従って費用)の評価基準は「取得

原価基準J と呼ばれているが，これが会計上合理的な評価基準であるためには，物価が安定し，従

って貨幣価値が一定していることが条件となる。ところがインプレーション時にあっては，取得原

価基準にもとづく費用自己分によって計上される期間費用を期間収設から控除して投下資本を図説し

た場合，その損益計算によって算出された名目的な利主主のなかにはインフレ利益が含まれることに

なり，その名目的な利益を処分可能な利益とみなして担当や税金の形で経営外に流出させた場合，

経営内に留保された利益に相当する金額に依っては，販売ないし生産のために費消した資産と

質とも向…の資産を再取得することが困難になり，次第に縮少再生産におちいって行くことになる

のは明らかである。

このような場合は，取得原価をー殻物価指数(又は時に個別物錨指数)などによって修正するこ

とによりその配分原価(従って配分費用)を修正するか，更に，取得原価を再謂達原価に修正して

自己分原備を修正するなどして，インフレ利益部分を完全に除去して哀の利益を計算すべしと言う資

本維持の問題が提出されることになる。

このようにして，インフレ持における「正しい費用」とは何か，又それを合理的に求める方法は

如何と言う会計上の大きな問題が超長生産期閣を前提とする林業会計において最も顕著に顕れて来

るのである。

そして既に見たような各撞の資本維持観があるが，その何れをとるにしても，その資本を維持す

るに足る内部留保を可能とする費用(これは時価，取替原儲，再調達原価などと言われる)と，当

期に原価配分された費用との差額は当然「資本修正勘定」に計上され資本を修正することになるの

は言うまでもない。

注 2)ここでは減価償却費を 1例として費用配分を説明した。しかし当郷関』こ喜己分された滅{闘賞却費はすべて直ちに

期間費用になってしまうとは限らない点に注目すべきである。

例えば，いったんは築材機の滅価{焚却費として計算された金額も，次の段際では丸太の生産量原価に組入れられ，

もしも期末に丸太として在庫になっていると，その築材機の減価償'却費として計算された金額は丸太の資産額の 1

部を形成することになるから，結局その部分は期間費用となり得ないことになる。もとより丸太が全部販売されて

おれば，集キオ機の滅鏑償却費として計算された金額はすべて丸太売上原僚の構成要素となり，売上原{滋と言う形で

すべてその鶏潤費用になる。これは原価計算の計算メカニズムから当然のことがらに過ぎない。
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このことを具体的数値例を以って説明する。或林分の立木(その育成原価は30万円，その時備す

なわち再調達原価は100万円)を1，000万円で立木のま〉現金売りしたとし，その再造林費(現金払)

林業会計論の一般化

1，000万円

30万円
70万円

80万円

益
木
正
金

収

E

上

信

一
何
本

立
立
資
現

方貸

(貸方)

は80万円したとすれば仕訳は次のようになる。

1，000万円

100万円

金

(借方)立木売上原価

(f昔方)造 林

({，苦方)現①

②

③

④

 

(貸方)80万円費

80万円

このように実現収益から謹除され，或は又内部留保されるための「正しい費用J の計上額は資本

維持を可能とする費用額即ち時髄(取替原儲，再諦達原価)でなければならないと言うことになる。

次に計翻との関連において費用をみよう。実現収益そのものが，過誤によるものであれ，意識的

に行われたものであれ，計麗を超える過大な伐採によるものである時，その収益から控除される費

費林造(貸方)80万円木(f普方)立

用をどのように計上しようとも，いったん過大に伐採された後は計顕通り伐採された状態にもどす

ことは出来ないのは当然である。

しかし乍ら，事後的にではあっても，計画と実績との間繍を可能な限り埋めることに努めること

こ〉で簡単な例で考察してみると，今，今期の伐採収穫において，来期に予定され

ているものまで即ち 2年分収穫したとする。

この場合，異体的な併を挙げて説明しよう。

今期の販売予定であった立木(育成箆備は30万円，

円であり，その再造林費(現金払)

立木(育成原価40万円，

その取替原備は100万円)の売上高は1，000万

ところが今期都合により，来期販売予定の

合わせて2，300万円の収益をあげてし

は80万円であった。

は必要である。

まで売上げ，その取替原儲120万円)

こ〉で2つの方法が考えられる。

①実現収益2，300万円のうち，来期予定分1.300万円を収益から控除し繰延べると共に，貸借対賠表

質方に何らかの形(適切な科目名はないが例えば前受収益とか繰延収益のような勘定名)で計上す

まったとする。

る。

2，300万円

1，300万円

30万円
70万円

80万円

(貸方) 売上収益

(貸方) 繰延収益

j立木
(貸方) t資本修正

(貸方)現 金

(貸方)

一方費用は今期の再造林費用80万円のみ計上する。

2，300万円金({'昔方)現

1，300万円

80万円

100万円

(借方)売上収益

( f苦方)立木売上原儲

林 費

木

( {i昔方)造

①

②

③

④

⑤

 
80万円

このような会計方法は事実を曲げるものとなり，また利益操作(脱税)を意留するものとされる

ので財務会計としては社会通念上も適当でないとみられる。即ち実際に2，300万円を売上げたことは

費林
、a二
Ja 80万円(f昔方)立

事実であり，会計上これを動かすことは出来ない。

②今期の収益として総額2，300万円を計上。他方，費用も伐採跡地全部に造林したとし，その再造林
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費は総額で180万円とすれば次のようになる。

①

②

③

④

 

(借方)現 金

(イ善方)立木売上鹿価

({j昔方)造林費

(f昔方)立 木

2，300万円

220万円

180万円

180万円

(貸方) 売上収益

f立木(貸方) ~ l資本修正

(貸方)現 金

(貸方)造林

2，300万円

70万円
150万円

180万円

180万円

もし今期分としての伐採跡地のみに造林し，あとは来期に造林 (100万円)するのであればよ記の

仕訳のうち 3， 4番目の仕訳は次のようになろう。

③(借方)造林費

④(借方)立 木

f現金
180万円 (貸方) t造林引当金

180万円(貸方)造林費

80万円
100万円

180万円

このような方法が財務会計としては適当であるとみられる。

砲 林業会計における収益と費用の対応関係

「期間収益」と「期間費用」との関係に関するー殻会計学の通説は以下の如くである。

或一定の期間に実現し，従ってその期間に属する真の収益即ち期間収益が確定されたとした場合，

その収益から控験されるべきその期の費用は，その収益を獲得するために要した費用であることが

必要であり，そうでなければ，その期の正しい損益を確定することは出来ないからである，とする。

期間収益は主として生産物の売上対価であるが，このi民主主と対比し得る費用はその収設をもたらし

た生産物(ないしサーピス)の生産のために貢献し犠牲となって費消された財・サービスなどの価

倍額である。生産の原悶をなすインプットとしての費用とそれに依ってもたらされる果実に相当す

るアウトプットとしての収益との簡には，このような意味における「困果関係」が存在しなければ

ならず，より正しい損益の計算はこのような関係を可能な限り追跡することによって可能となるの

である，とされている(文 8，P.149)。文それ故，正しい期間損援を求めるためには，期間中に発

生した費用のうちから，その下期間収益J Vこ賞献した費用部分を可能な眼り取り出して期間収益に

対比させ，残余の費用は次期以後の費用となるべき資産として繰越すと言う，いわゆる「旗艦配分

の会計処理」をすることになると言う点については既に述べたが，か〉る処理の基準は q艮益費用

対応、の原則J (Principle of matching costs with revenues) と呼ばれているのであるが，これこそ

は正に期間損益計算における「期間利益の決定原則」そのものと言うべきであろう。

以上のような通説としての「収益費用対応の原則」の内容に対して可なり相違する見解もある。

この見解について検討する前に通説となっているこの「収益と費用の対誌J における形態について

みて置こう。

期間収益と期間費用との対誌における形態は，現実の会計実態に於ては 2種類あるとされている。

即ち「倍別的対応」と「期間的対応」である。そしてこれらは単に並列的に挙げられるのを通関と

する。

このうち r1器別的対応」とは上に述べた「売上収誌と売上鹿儲(継続記録法による)との対応関
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係J の如く，収益と費用とが商品(又は製品。育林経営では立木が，素材生産経営では丸太がこれ

に相当する)を媒介とする直接的・個別的な対応関係にあるもので，「完全対応」とか「プロダクト

的対応」とか雷われ，売上原価を正確に把握するためには原舗計算安前提とするので「原価計算的

対応」とも雪われる，としている。

これに対して「期間的対応」と替われる対応関係については次のように言われている。

例えば販売費についてみると，これは売上総利益(ニ売上収益一売上原価ニ粗利益)と相当強い

関係があることは明らかであっても，売上収益と売上原{閣の関係程誼接的ではなしそれは明自で

はない。却ちその場合の対応関係はや〉不完全であり，間接的であるとされる。又一般管理費につ

いてみると，これは生産量の増減とそれ程明瞭な関係を簡単には把握しがたしいわば固定費的に

発生するとも雷える性格を持つもので，売上ti金利主主との関係は一層関接的である，と言われている。

かくして通常実務上は販売費や一般管理費については，収益との因果関部を深く追跡することな

し便宜上原則的にはすべて発生した年度の期間的費用とすることにし，この期間的費用は売上総

利益に対し「期間を唯一の媒体として対応する」ことになると表現されている。従ってこの対応は

期間的対応、(ピリオッド的対応，間接的対応，不完全対応など)とも苦われ，又期間的対応は期間

損益計算を前提とすると言うことから，「財務会計的対応」とも言われている。

ところで，この一般にみられる「収益・費用の対応関係J の説明に対して異った説がみられる。

例えば次のように説かれる。即ち「現代会計が期間損益計算をその目的とするものである眠り，

費用収益の対誌はすべて期間的対応としてみるのが本質的であり，その{也の種々の対応関部にはそ

れ程の意味が認められないj と説かれることがある(文 3，P. 40)。

この説明によれば直接的対応概念は意味がないと言うことになるが，来してこれは正しいであろ

うか。思うに「期間収益」が先ず確定され，次いでこの収益を生み出すために要した費用(これが

直接的対応の費用に相当する)を摘出すれば，結果として必然的に正しい期間費用が確定されるこ

とになり，期間収識と期間費用とが結果的に期間的対応関係をなすことになるものと理解するべき

であろう。

ただ，業種によって異るが全費用のうちその 5~30%を占める或麗の費用については，収主主との

直譲的f閤別的な対応関係を具体的に把握することはむつかしいとされている。「営業費」即ち「販売

費及一殻管理費」がこれに当る。従ってこれについては直接的な対応関係を追跡することなし初

めから期間内に発生したものはそのま〉すべて期間費用として処理されるのが普通であるとされて

いる。しかし乍ら，思うにこれは費用のうち小部分についてではあるが，あくまで一種の妥協的な

便宜的且つ実務的な処霞に過ぎないと苦うべきが真実であろう。本来的(ないし基本的)に

収益に貫献した費用のみがこれに対応するとすべきものと考えられる。

ところで畿続記録法における個別的対応程精密な結果は得られないとしても，因果の関係のほぽ

明確な棚卸計算法による売上原舗と，これが対臨すべき売上収益との関係については，これを高ち

に期間のみを媒介とする対応関係であると説かれることがあるが，しかしこれは極めて表面的立つ

一面的な理解の仕方(ないし見方)に過ぎないものと言うべきであろう。

に述べたように，いわゆる期間的対応形態と言われるものの本質は，期間収益と期間費用が給
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付(生産物)を媒体として因果関係を具体的に鰐単には把握し難い場合，止むを得ず便宜上「期間

を媒介として」一一この表現は極めて開題があるが一一期間費用を定めんとする形態に他ならない

ものと見るべきである。

それ故，便宜上期間にか〉わらしめて費用計算を行わんとする「棚卸計算法による売上原価」で

あっても，それはあくまで本質的には期間収益とは「給付を媒体として」明らかに直接的な因果関

係を持っている，としなければなるまい。そうである娘り，手段的に期間にかかわらしめて一括し

て把握される形態が採られるにしても，これは決して単なるいわゆる期間的対応形態に該当するも

のとはなし得ない，と見るべきであろう。

しかしさりとて純然たる儲別的対応にもとづいた対応でもないことも事実である。とすればこれ

は折衷的ないし第 3の形態として位置づけられるべきものであろうか。とすれば従来の対応形態の

分類そのものを変更し再編するべきであろうか。

このことについて次に見てみたい。

まず収益費用の対応関係をみる場合，最も重要な要素は何かを考えてみなければならないであろ

う。費用と収益との本繋的関係は何と苦つでも「原因と結果」ないし「犠牲(インプット)と成果

(アウトプット )Jの関係で、なくてはならないと考える。この関保を金額的にも追跡し得る方法を理

論的に明らかにすることこそが，会計学の本質的な役割り(任務)の 1っと言ってもよしこれが

明らかにされることにより，より正しい期間利益の算出が可能となるのであって，この関係が明ら

かでなければ正しい期間費用と言う金額は存在し簿なしまた正しい期間利益と言う金額も存在し

得なくなり，それらはただ無意味な金額を意味するに過ぎないものとなる。即ち求めるべき利益が

会計的利益から非会計的利益に移行することになる。

それ故，会計理論上，費用と雷われるものは，すべてあらゆる場合如何なる意味に於ても成果に

対する価値犠牲としての原因をなすものである， と見るべきことは関違いないと考える注削凶3幻)

この価f髄菌犠牲額には呉体的に生生命産物に菌接に害割g当(配賦)して意味があり直接的関係をもつもの

がある反萌，会計実務上からみてそうでなく割当てる意味の比較的薄いものないし割当てにくいも

のなどいわば間接的な関係に止っているものとが存在するのである。この関係に対するこのような

認識こそが，この際最も重要なポイントであると考える。そうすると， J民主主と費用の対応形態の最

も基本的な分類は，収益に対する費用の因果関係が直接的かと言うことであろう。換言すれば給付

的(プロダクト的)か非給付的(非プロダクト的)かと言うことである。そして，既に見たように

薩接的(給付的)対応にも種類があり， ，{毘別的対応」によるもの或はその認識と測定が容易に可能

なものと，便宜的に一応「一括的対応」によるものとがあり得ると見るべきであろう。

既ち「個別的対応」とは個々の製品・商品などの給付を対象としてその販売によって得られた収

主主 3) この点について小倉栄一郎教授は次のように言っている(文献13)。

「向一期間に収主主は収益の側の事情で発生し焚淘は費用の側の事情で発生したものを対応、の形においてみても，

その比較には;意味がない。実際にわれわれがやっている損益計算の檎造はそのような結果的対応計算ではなくて，

対応すべきものを対応させているから窓旅があるのである。J (P. 3) r費用をその発生した期間に割当てると言う

ことは収設との対応関係と言う根拠づけからすると……合環的根拠が薄弱なものであるが……金額約には別として

ケースとしては多い。多いが放に主導的なものと考えるなら，損益計算の合理性が危いものとなる J (P. 7) と。
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益ごとに，それを得るために要した費用を個々に対応せしめ得る場合で，原価計算にもとづく継続

記録法によって販売の都度，精密にその売上原儲を算定し得る場合がこれに当る。

これに対し「一括的対応J は，頭価計算が行われず概卸計算法によって，精密さは落ちるとして

も，期間末に一括して売上顕価を算定する場合がこれに当る。

これら鼓接的対応に対して間接的対応、とは，結局，期間で区切られた期間内の非プロダクト的な

費用を便宜上から期間費用とする場合がこれに当る。こ〉に便宜上と言うのは，毎期末の榔在日資産

がほ段一定で，文非プロダクト的費用も毎期ほぽ一定であれば，この非プロダクト的費用をそのま

ま期間費用と晃る場合，その費用を生産物に配賦する場合すなわちプロダクト的費用として算定す

る場合と殆んど変わりはなくなるからである。

さて，更に又一方すぐ後で見るように，経営計菌にもとづいて期間中に生じた収支そのま〉をも

って罰果の関係を全く関わずに収入(収益)と支出(費用)を単純に対比せしめた関係，すなわち

計繭回収計算的な対応も考えられている。

一般会計学において説かれている収益費用の諾対応関係をこのように整理することにより，その

関係が従来よりは一層明瞭となるものと考えられる。これを表示すると次のようになる。

{国築関係に議くもの...・H ・-

!個別的対応(継続記録法による原価計室主的対応)

渡接的対応....・H ・.......1
(プロダクト的対応、 ! 
国築関係強) ¥ 一括的対応、(槻卸計雲手法による使主主的対応)

間接的対応、・H ・...従来から期間約対応、とぎわれて来たもの(財務会計的対応)

i収益・望者用の対応1 I (非プロダクト約対応図築関係弱)

L凶築関係に3まかないもの...・H ・.........・H ・-音十種言回収計算約な対比

ところで収益と費用の直接的対応関係(酪果関係)を否定する見解が林業会計論に於て有力にな

りつ〉あるように見える。そこでか〉る見解について検討しよう。

例えばほぽ次のように言われている。即ち「開一会計期間に帰属する費用と収益とが，その期間

内において両者が独立無縁の系統のものとして存在し，それぞれが独自の計算基準にもとずいて相

互に関連がなく把援されていると言う概念規定を支持することになる。この場合における期間概念

は収益の流れと費用の流れとを単に機械的に結節する媒体としての意義しか持たず，したがって収

益と費用との価値関係にもとづく質的関係，これにもとづく量的関連という考え方は否定され費用

と収益の対応というよりも，むしろ費用と収益の対比，あるいは費用と収益の対照という概念とし

て認識されることになる」とされ，林業会計においては直接的{期間的な盟果関係にもとづく対応は

否定され，すべて期間的対応によってはじめて実体としての貨幣額による経営成果の算定が期待で

きることになる，と雷われている。

この見解は，林業生産の特殊性を特に考露されたことによるものである。この結論としての見解

が導き出された過積を領重に検討してみる必要がある。

① 先ず期間費用を決定し，それとの対応関係に基づいて諮問収益を限定すると言うー殻とは逆の

方法が採られる。すなわち，一般には一期間の収益をまず決定し，それとの対応、関係に基づいて費
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用を限定する方法をとっている。したがって一般的な方法による限り，まず，収議の側から吟味す

るのが常である。にもかかわらず，ここでは費用の側から吟味することにする，と言うのは上記の

ことを理解しつつも，この理解に却して収益と費用との対応を吟味するのではなく，林業経営にお

ける費用の実体を把握したいという意菌があるためである，とされている。

② 一定期間において実施された造林作業，保育作業に要した費用は，当該期間における林木収益

(生長量)とは葺接的・個別的な価値の対応関係はない，とされている。

③ 支出が期間限定によって収益的支出，資本的支出という形をとっても，期間限定という枠を超

えて，超期間的に考察すれば，いずれの支出もその本震は費用それ自体である，とすれば，支出が

資本的支出か収益的支出かのいずれであるかを論ずる意味は，あまり見いだせない，それ故，造林

費の性格は費用として規定出来るのである，とされている。

④一定期間における造林費の性格は，林種転換における造林費であろうと，単なる再植栽におけ

る造林費であろうと，いずれにせよ，上記の意味での収益に対比される費用として認識される，と

されている。ここに上記の意味での収益に対比される費用とは，いわば期間帰属を課せられた収益

と費用がその期間内においてそれぞれ無縁独立の系統のものとして存在し，それぞれが独自の計算

基準に基いて椙互に関連がなく把握される，と言う様な収益に対比される費用を指している。

以上のように考え方の根本において，期間収益を生み出した費用に限定すると言う財務会計的思

考をとらず，初めから期中に発生し支出した造林費(保育費も含めて)をすべて期間費用と措定し，

これは期中に実現した収益とは直接間接の因果関係を何等持たないことから，相互に毘果関係のな

い収益と費用がただ機械的に対比されるに過ぎないものと言うことになり，これは極めて非会計理

論的な計算に徹すると言う結論を引出されることとなったと評されるところである。

(しかし乍ら，何故，初めに期間収益を把え，それに貢献した費用を期間費用とすると言う財務会

計理論の原点に立ちかえって考察されなかったのかの充分な説明は見られないのである。)

かくして，出発点の仮定から必然的に導き出された結論は非会計的な収主主・費用の対比となって

しまうのは自然の成行と言うべきであろう。

一般の場合でもか〉る期間的対応概念の本質についての理解に対する批判が見られ，次のように

言われているのはこの際極めて示唆的である。「期間的対応といわれているもの〉真の意味は，それ

ぞれ独自の計算基準で期開帰属が決定された収益と費用を単に対照させているに過ぎない。それ等

の関には質的・量的な意味での努力と成巣の関係は認められないのであるJ r収益と期間的対応にあ

ると雷われている費用は実は成果たる収益に対する努力という関係の故に収益から差ヲiかれている

のではなく，佑の理由，すなわち対応関係とは別の根拠により当期の収益または利益から回収する

ことが合理的であると言う理由で損主主計算に計上されているのである。もっともこの合理性の根拠

は不明確な場合が多いが，それは多分に計画的なもの，つまり由収計画に規制されたものとみるこ

とが出来るであろうり(文1， P. 65) と。

これは一般に言われている期間的対応、に対する批判として述べられた解釈と言わねばならない。

これは先に見た林業会計論には妥当するものと考えられる。

思うに相互に関果関係のないいわば無関係な収益と費用を比較したところで，その結果としての
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利益は恐意的なものとなり財務会計的には意味のないものに過ぎず，これは財務会計論以前の問題

となるのは明らかである。

そして上記の林業会計論の見解においても収益と費用とが「独自の計算基準に基いて相互に関連

なく指握される」とされているが，その、独自の計算基準かについての説明は見当らないようであ

る。

そこで今その、独自の計算基準かとされるものが，森林経理(経営計画)を意味しているものと

彼定してみよう。その場合森林経理にもとづいて期間収益と期開費用とがそれぞれ非対応関係にお

いて把握されるとしても，その対象森林が法正林に近ければ近い程結果的には財務会計上問題はな

くなるが，逆に法正林から離れたものであればある程問題が出て来ると言う点に着呂しなければな

らないと思う。たとえば不法正林において森林経理上収益のない年度がある場合を考えてみると，

その年度の造林費計上は即撰失の計上となってしまう。そうすると森林の造成期には損失の計上と

なる年度が多くなるが，これはどう見ても不合理な会計と言わねばならないと思われる。期間収議

がないのに毎期に発生した造林費をそのま〉期部費用としても，その費用を由i視し得ないからであ

る。

また造成期即ち拡大造林期における林業経営の現実は資本回収期ではなくして資本投下期である

とするのが極めて自然な経営的及び会計的見方であろう。造林を投資とみることは収益と費用がま

さに寝接的対応関係にあるべきであることを認めることに他ならない。

逆に経済の変動に適応すべく伐採面積をふやし造林面積を減らして経営規模を計調的に縮少しつ〉

ある林業経営については，収載が大きくなる反面費用は小さくなり，或は費用は全く計上されない

(即ち造林はしない)と言うことも生じ結局利益は益々大きく現れてこようが，これまた極めて不

自然であり，見方によっては過伐のもとになることにもなる。

若し収益・費用対応の原則に異せした財務会計の方法をとっていれば，その場合でも収設が増大す

るにつれ費用(この場合は売上原儲)も増大し，それ程利益は大きく現れて来ない。部ち過伐への

魅力もなくなるのではなかろうか。

噛結 語

(1) 従来，林業会計として展開されている諾論を見ると， 2~3 の例外を除いてその多くは林業

財務会計の中に林業管理会計を無意識のうちに謹在させた形であり乍ら，林業財務会計として展開

されていると言ってよいであろう。

林業会計はそもそも林業財務会計と林業管理会計とを統合したものでなければ合理的会計として

存在し得ないとするのであろうか。もしくはかくあるべきとするのであろうか。そうであれば先ず

そのことを明らかにすべきであろう。

この証明なしに，或はこの自覚なしに，管理会計約なものを一部混在せしめて，林業会計論とし

て展開するならば財務会計としても或は管理会計としても充分なものとは雷い得ないものとなるで

あろう。要するに林業会計論の純化がはかられることによって，その本質を正しく理解することが

出来るようになろう。
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(2) 林業会計の理論としては，いわゆる間断経営から連年保続経営にいたるすべての林業経営に

適用する一般的な方法論を目指すべきであると考えられるが，その場合はいわゆる間断経営の会計

論こそが林業会計における原理論であり，これこそが，ー殻化された林業態務会計論とならざるを

得ないと考える。いわゆる「保続経営の林業会計論」なるものは二次的・便宜的・実務的な会計論

として位霞付け抱えられるべきであると考えられる。

(3) 林業会計における期間収益としての実現収益と，期間費用との対応関保は努力と成巣の関係

にもとづいたもの，すなわちいわゆる直接的対応関係にもとづいたものとして把えられなければな

らない。またそれは林業会計においてはー殻の会計に比してむしろより可能性を持ち且つそれは比

較的容易であると書わなければならない。何故なら，林業経営においては，一般の経営に比して，

一般管理費・販売費など閤定費とみられる費用の全費用に占める割合がむしろ少額だからである。

又大部分の費用の発生が場所(林分)的に担捜し易いからである。

(4) 収益に対応されるべき費用は，取得原価主義会計を基本とする現代会計においては理論的に

は取得原価とされているが，林業会計においては取得原舗を一般物館指数ないし個別物館指数にも

とづいて修正した修正取得原価によって再評価された費用ないし再謂達原価(取替原価)であるべ

きである。そして同時にその再評価差額は資本修正にあてられるのが理論的に正しい会計であると

考える。

(5) 一定期関内の独立無縁の相互に関連のない収益と費用を単に対照するに過ぎないものとする

計算機構は定常状態における単純再生産の場合(法正林の場合)は機能するであろうが，常に変動

して止まない経済においては正しい利益の計算を期待することは出来ないと考える。

(6) 資産としての育成立木は育成原価で評価され，物価変動のある時は定期的にその修正顕錨に

よって再評価され，その再評価差額は資本修正にあてられるとするのが最も理論的である。二次的・

実際的・便宜的方法としては，育成中の立木資産そのもの〉再評価は省略し，伐採木についてのみ

修正藤髄で再評価し，同時にそれを費用とする方法がとられている。

更に進んで実務的に計算の便宜を得るためには，その場合に再諦達原舗で評価し，同時に費用と

する方法が取られるべきと考える。

この場合は資本維持は名自資本維持から実質資本維持へ更には実体資本維持の方向へと進むこと

になる。

(7) …般企業の実体資本維持についてみると，それは経済条件・技術等の急速なる変化のもとに

あるのが常態であるから，本来的な財務会計計算の範圏を逸脱するものであると見るべきである。

林業においても原理的には向様であると言わなければならないが，林業においては技術などの変化

も比較的運いのを常とするので，実体資本維持なかんずく再生産的実体資本維持の会計も充分可能

であり，更に実務的であるとも言えよう。
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